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■リレー日記～石見銀山の町～ 

昨年の9月にな

りますが、島根県

大田市の大森町を

訪れました。昨年

E テレで「子育て 

まち育て 石見銀

山物語」というノ

ンフィクション番

組が放送されてい

たのですが、その

舞台がこの大森町です。 

番組名どおり、大森町は石見銀山の町で

す。一説によると、最盛期には大森町に 10

万とも 20 万ともいう人々が暮らしていた

そうです。しかし銀山閉山以降人口は減少

の一途を辿り、現在では 400 人程度にま

で減ってしまいました。 

そんな「過疎の町」ですが、昨今この小

さな町の魅力に惹かれて若い世代の移住が

進んでおり全国から注目を集めています。 

それではこの町の持つ魅力とは何でしょ

うか？それを紐解く鍵は 2007 年に住民

が制定した「石見銀山 大森町住民憲章」に

あるのではないかと私は思います。 

 

石見銀山 大森町住民憲章 

 

このまちには暮らしがあります。 

私たちの暮らしがあるからこそ 世界に

誇れる良いまちなのです。 

 

私たちは 

このまちで暮らしながら 人との絆と石

見銀山を 未来に引き継ぎます。 

         

        記 

未来に向かって私たちは 

一、歴史と遺跡、そして自然を守ります。 

一、安心して暮らせる住みよいまちにし

ます。 

一、おだやかさと賑わいを両立させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が滞在したのはわずか2泊3日でした

が、まさにこの町の魅力はこの憲章に書き

表されているように感じました。自然、歴

史、文化が大切にされ、それらが調和した

美しい「暮らし」がそこにはあります。こ

の「暮らし」こそがこの町の魅力であり、

価値だと私は思います。恐らく若い移住者

たちも同じではないでしょうか。 

昔からの住民だけでなく、憲章に共感し

た若い移住者たちがこの町の自然、歴史、

文化を尊重しながら、この町を育てていま

す。「過疎の町」というと暗い印象を持た

れるかもしれませんが、この町の人たちの

表情は老若男女問わずとても生き生きとし

ています。大森町のように、遠くて不便だ

けれども訪れたくなるような素敵な町がも

っと日本に増えると嬉しいです。 

ちなみに、私が泊まったのは「他郷阿部
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家」という宿でしたが、そこのおむすび(お

にぎりではなく)が最高に美味しかったで

す(上の写真の右下です)。また訪れたいで

す。(林) 

 

■「賃貸住宅メンテナンス研修」
を受講しました 

昨年12月6日火

曜日は、臨時休業と

させていただき、社

員全員で(公財)日本

賃貸住宅管理協会

(日管協)主催の「賃

貸住宅メンテナンス

研修」を受講してき

ました。 

2021 年 6 月の

「賃貸住宅管理業法」施行以降、賃貸住宅

管理業者に求められる役割が高まっており

ます。そして同法では管理業務として「建

物の維持・保全」が定義されています。本

研修は、ソフト面（入居者対応）に加えこ

のハード面（建物管理）の知識・技術を身

につけることで、入居者への安心・安全な

居住環境の提供や、修繕に関する正確な報

告をオーナー様に行える人材育成を目的に

開催されたものになります。 

研修カリキュラムは

「賃貸住宅のメンテナン

スの重要性」から「建物・

設備の基礎知識」、給排

水やガス、電気設備、雨

漏りなどの「修繕対応」、

「消防設備の基礎知識」、

「外部改修工事の基礎知

識」「巡回点検業務のチ

ェックポイント」等、賃貸住宅のメンテナ

ンスに関して網羅的かつ体系的に学べるも

のでした。建物のメンテナンスに関しては、

書籍を探しても「これ」というものがなか

ったので、当日使用したテキストはとても

重宝しています。また、この種類の研修自

体も恐らくあまり例がなく、とても画期的

だったと思います。研修は朝から夕方まで

休憩別で 6 時間半と長丁場でしたが、参加

した社員の満足度は皆高かったです。 

今回学んだ内容を活かせれば、今まで業

者を手配して修繕工事をしていたようなケ

ースでも、業者を手配せずに当社スタッフ

だけで解決できる可能性も十分ありそう

で、オーナー様の費用削減や修繕までのス

ピードアップに繋がりそうです。 

今回の研修内容を実務に活かして管理の

質を高めるようにいたします。(林) 

 

■確定申告直前セミナーを実施
しました。 

 

 

 

 

 

 

去る 1 月 22 日(日)、品川区立荏原区民

センターにおいて「確定申告『直前』セミ

ナー」を開催いたしました。 

講師は弊社顧問税理士で NS＆パートナ

ーズ会計事務所代表の鈴木良洋氏で、確定

申告の基本的知識と、節税に役立つワンポ

イントアドバイスをお話しいただきまし

た。 

また、わずかな時間にはなりましたが、

弊社の土田啓太からは「賃貸住宅修繕共済

のご紹介」をさせていただきました。 

ご参加いただいたお客様からは貴重なご

感想も頂戴いたしました。来年 5 月以降は

定期的にセミナーを開催してまいりますの

で、今回頂戴したご意見は次回以降のセミ

ナーに活かして繋げてまいります。 

 セミナー情報は決まり次第お知らせいた

します。ご期待ください。(林) 

 

■CPM 流！土田の賃貸管理塾 
テーマ：賃貸運営の大きなトラ
ブルと対処法⑦～高齢者の方と
の契約 
こんにちは、ＣＰＭの土田です。 

今回からテーマを変えて【高齢者の方と

の契約】についてお話していきたいと思い

ます。 

これまで空室対策については折に触れお

話してまりましたが、高齢者の方に向けて

積極的に賃貸募集をすることは、『ターゲ

ット層を広げる』という意味で有効な方法

の一つです。近年では高齢者向けの保証や

サービスも増え、一昔前よりはかなり募集
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対策として採用しやすくなってきました。 

とはいえ、契約者が物件内で死亡した時

の告知事項の取り扱いなど、依然として高

齢者の方に物件を賃貸する

ことに抵抗がある方が多い

事も事実だと思います。敢

えてこのテーマでお話をす

る理由は、この抵抗の原因

となる問題を一つずつ明ら

かにし、対策をお伝えする

ことで、『皆様の賃貸運営のお手伝い』と

『賃貸を希望する高齢者の方のお手伝い』

ができればと考えた次第です。どうぞお付

き合いください。 

 

このテーマで、まず最初にお話しするの

は【賃借権の相続】についてです。皆様は

【賃借権は相続される】ということはご存

知でしょうか？ 

たとえば、長らく物件に入居されていた

ご高齢の方が、突然亡くなられてしまった

とします。この方にもし同居の奥様(法定相

続人)がいらっしゃった場合、想い出も詰ま

って慣れ親しんだ家なので、引き続き住み

続けたいと要望される場合があります。ご

高齢の方との賃貸借契約では十分考えられ

る事態です。 

この際、相続人である奥様は、旦那様が

もっていた賃借権を引き継ぎますので、希

望通り住み続けることができます。『賃借

人が死亡した』という事実だけで自動的に

賃貸借契約が解除される、という訳ではあ

りません。 

ここまでお話しすると、皆様の中には過

去に結んだ賃貸借契約の契約書に『賃借人

は現契約の一代限りとする』という旨の特

約文言が記載されていたことを思い出され

る方もいらっしゃるかもしれません。実際、

この文言で現在契約中だという方もいらっ

しゃるのではないでしょうか。 

しかし、権利の相続について民法８９６

条には『相続人は、相続開始の時から、被

相続人の財産に属した一切の権利義務を承

継する。ただし、被相続人の一身に専属し

たものは、この限りでない。』という規定

があります。そして、賃貸借契約によって

発生した賃借権という権利は【被相続人の

一身に専属したものとは解釈されていませ

ん。】（※同居人がいる例で考えてみると

イメージしやすいです。同居人の方は、そ

こに住むことを認識されている＝権利を認

めていると考えられます。） 

また、借地借家法においては、この賃借

権についての解釈を否定し、相続の対象か

ら省く内容の規定がありません。『規定さ

れていない』ということは『そう解釈され

うる』ということでもあります。事実、過

去の判例をみますと、相続人の賃借権を認

めるものが多く、特約一つで完全に相続人

の賃借権を否定するということは難しいの

が実情です。 

もし皆様が、物件に入居中のご高齢の方

が退去（死亡）されたら、すぐに別の方法

で運用しよう…と、計画されている場合は

注意が必要です。また、亡くなられた賃借

人に相続人が複数いた場合はもう少し複雑

な問題となります。 

次号ではこの場合の賃借権の取り扱い

と、考えられる対策についてお話ししたい

と思います。 

 

■「コトブキ」相続の基礎知識
～遺言⑮遺言の変更・撤回 

 

 

 

 

 

 

 

作成した遺言書の内容を変更したい、内

容を撤回したい場合は、いつでも変更・撤

回をすることができます。 

公証役場で遺言書を作成すると、なかな

か内容の変更や記載した文言を撤回しにく

い感じがしますが、遺言者の最後の意思を

尊重するというのが、遺言制度の目的とな

りますので、いつでも変更・撤回すること

ができます。 

全部撤回することも、とりあえず撤回し

て遺言が無かったとすることも可能です。 

遺言が 3 条ある場合は、「１条だけ変更

し、それ以外２条は原遺言のとおりであ

る。」と変更することができます。 

一部変更の場合は、変更前の内容が変更

後の遺言に記載されますので、自身に不都
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合な内容に変更されてしまった相続人がい

ると、そのことが原因で、相続人間で争い

が発生してしまう恐れもあります。相続人

間でのトラブルを避けたいと思うのであれ

ば、初めて遺言するような形式をとること

が望ましいです。 

遺言変更の手数料は、部分的な変更や撤

回については変更した部分だけ費用が発生

します。 (鶴岡) 

 

 

 

 

 

 

 

■読書案内～『見てわかる！お
ひとり様の老後』～ 

今回は私土田から

『見てわかる！おひ

とり様の老後』木谷 

倫之著（弁護士法人

ガーディアン法律事

務所 代表弁護士）

をご紹介します。 

私自身まだ独り身

で、もしかすると老

後はひとりの可能性

が高く、『ひとりの

老後とはどんなものなんだろう？』と心配

になって読んだ本書ですが、ひとりでなく

ても有用な情報が沢山書かれておりました

のでご紹介させていただこうと思います。 

後の事をやってくれる家族がいないとな

ると、やはり自身で計画的に準備をすすめ

ないといけないのですが、その方法として

意外な切り口やあまり一般の方がご存じで

なさそうな制度なども取り上げられてい

て、ご家族のいらっしゃる方でも学びがあ

りそうです。 

特に本書が、他の書とはちょっと違うな

と思ったのが、事業のたたみ方として「Ｍ

＆Ａ」を紹介していたり、「死後事務委任

契約」のご紹介をしていたりするところで

す。 

前者は、不動産を所有され賃貸運営を事

業規模（一定以上の収入がある）でされて

いる方や、事業に思い入れのある方にとっ

ては有用ですがあまり知られていない方法

ですし、後者の死後事務委任契約は、葬儀

の手配から墓じまい、そして賃貸契約の解

約退去や、果ては皆様が使われているＳＮ

Ｓでの死亡告知と削除まで、色々な事務手

続きを任せる事ができる契約ですが、任せ

る方によって委任できる規模の制限がかか

り、これを紹介しているのもいかにも弁護

士の先生らしい切り口で面白いなと思いま

した。 

また、おひとりさまに向けてのアドバイ

スとして、豊かに生活する為には節税に力

を割くより可処分所得（≒流動資産）の確

保をすすめ、その方法として思い切って賃

貸への切り替えやリバースモーゲージなど

をおすすめするのも、如何にも最近らしい

（といっても出始めて暫く立つサービスで

すが）老後対策だなと感じました。 

文面はちょっと淡々としていて費用の事

などもずばりと書かれていて、ひとりきり

の老後なんて明るい要素はないし、読み終

わる頃には暗い気持ちになってしまうので

は…と思いましたが、弁護士先生ならでは

の網羅性と的確な説明で、読み終わる頃に

は『…まあ何とかなるのかな？』という前

向きな気持ちにさせてくれる一冊でした。 

おひとり様も、ご家族のいらっしゃる方

も、老後を考えるきっかけに、ぜひご一読

をおすすめします。 (土田) 

 

■2 月・3 月の休業予定日 
2月と3月の営業カレンダーは以下のと

おりです。オレンジ色部分が定休日となり

ます。なお、休業日は予告なく変更される

場合がありますので、予めご了承ください

ませ。変更の際は弊社ホームページにてお

知らせいたします。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■管理物件の稼働状況 
1 月 1 日時点での管理物件の稼働率(賃

料ベース)は 93.93％でした。 


